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一

は
じ
め
に

日
本
の
近
代
学
校
制
度
が
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
八
月
の
「
学
制
」
頒
布
に
よ
り
始
ま
っ
た

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
諸
外
国
の
制
度
を
参
考
に
作
成
さ
れ
た
「
学
制
」
に
つ
い
て
、『
学

制
百
二
十
年
史
』
で
は
、「
小
学
校
の
全
国
一
斉
実
施
は
、
民
衆
に
大
き
な
経
済
的
負
担
を
課
し
た
。

ま
た
、
欧
米
風
の
新
し
い
教
育
内
容
は
当
時
の
民
衆
の
生
活
に
即
応
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と

し
て
、「
徴
兵
制
や
地
租
改
正
な
ど
政
府
の
他
の
政
策
へ
の
批
判
と
結
び
付
い
て
、
農
民
一
揆
の
際

に
し
ば
し
ば
学
校
が
焼
き
討
ち
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
見
る
よ
う
に
さ
え
な
っ
た
」
と
、
当
時
の
様

子
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
受
益
者
負
担
を
前
提
と
し
た
「
学
制
」
実
施
に
つ
い
て
は
、

そ
の
教
育
内
容
を
も
含
め
、
多
く
の
人
々
が
不
満
を
抱
い
て
い
た
と
の
指
摘
は
少
な
く
な
い
の
で
あ

り
、「
教
育
令
」
布
告
案
検
討
の
席
で
の
、「
今
日
人
民
ノ
苦
シ
ム
所
ハ
抑
何
ニ
ア
リ
ヤ
ト
問
ハ
ヽ
、

皆
地
租
改
正
ト
学
校
ノ
費
用
ト
ニ
ア
リ
ト
答
ヘ
ン

（
１
）

」
と
の
記
述
が
、
学
校
制
度
が
当
時
快
く
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
の
印
象
を
さ
ら
に
強
く
さ
せ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
思
い
の
外
早
い
速
度
で
学
校
数
は
増
え
て
お
り
、『
学
制
百
年
史
』
に
は
、

「
文
部
省
は
ま
ず
小
学
校
の
開
設
か
ら
始
め
る
こ
と
と
し
た
が
、
こ
れ
は
急
速
に
進
め
ら
れ
、
三
・
四

年
の
間
に
、
わ
が
国
が
必
要
と
す
る
二
万
六
、〇
〇
〇
ほ
ど
の
小
学
校
が
設
置
さ
れ
た
と
の
記
述
が

残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、『
文
部
省
年
報
』
で
も
確
認
出
来
る
が
、
受
益
者
負
担
を
前
提
と

し
た
制
度
で
あ
る
以
上
、
地
域
住
民
の
協
力
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
実
現
し
得
な
い
現
実
で
あ
り
、
少

な
く
と
も
こ
の
数
字
か
ら
は
、「
学
制
」
へ
の
大
き
な
不
満
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
地
租
改

正
に
端
を
発
し
た
暴
動
の
際
、
多
く
の
学
校
が
毀
焼
被
害
を
被
っ
た
と
さ
れ
る
三
重
県
で
さ
え
も
、

こ
の
時
期
他
県
に
比
し
て
特
に
学
校
数
が
少
な
い
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
暴
動
の

背
景
を
単
純
に
「
学
制
」
へ
の
不
満
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。

全
く
暴
動
の
記
録
を
持
た
な
い
埼
玉
県
に
つ
い
て
倉
沢
剛
は
、「
急
進
改
革
主
義
」
と
名
付
け
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
寺
子
屋
を
一
掃
す
る
こ
と
で
、「
一
挙
に
相
当
数
の
公
立
小

学
校
を
興
す
」
方
針
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。「
学
制
」
頒
布
早
々
に
、「
学
制
之
議
ニ
付
御
伺

（
２
）

」
を
提

出
し
、
制
度
実
施
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
お
り
、
こ
の
中
で
「
人
民
稠
密
ノ
地
ハ
纔
ニ
中
仙
街
道

六
駅
、
陸
羽
街
道
六
宿
、
岩
槻
・
行
田
両
街
等
」
と
し
な
が
ら
も
、「
皆
千
戸
ニ
盈
ル
者
甚
少
ナ
シ
、

独
リ
行
田
街
二
千
戸
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
先
ず
行
田
を
「
中
学
ノ
位
置
」
と
定
め
て
い
る
。

埼
玉
県
が
現
在
の
範
囲
で
一
つ
の
行
政
区
域
と
な
っ
た
の
は
明
治
九
年
八
月
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
際
管
内
は
二
五
区
に
分
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
何
度
も
変
更
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
。
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
閏
四
月
の
「
政
体
書
」
公
布
の
折
に
は
、
川
越
・
忍
・
岩

槻
の
三
藩
及
び
、
そ
の
他
諸
藩
の
飛
び
地
を
そ
の
範
囲
と
定
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
忍

藩
は
、
持
田
・
佐
間
・
皿
尾
・
谷
郷
の
四
組
に
分
か
れ
て
い
た
が
、『
埼
玉
県
区
分
名
鑑
』
に
よ
る

と
、
谷
郷
は
第
十
四
区
、
皿
尾
は
第
十
五
区
、
持
田
・
佐
間
は
第
十
六
区
に
属
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
こ
こ
で
は
第
十
四
区
の
酒
巻
村
戸
長
で
あ
っ
た
中
村
家
の
記
録
に
加
え
、
第
十
四
区
・
十
五
区

の
学
区
取
締
で
あ
っ
た
長
谷
川
家
の
記
録
を
主
な
史
料
と
し
て
、
旧
忍
藩
領
に
お
け
る
「
学
制
」
導

入
へ
の
取
り
組
み
を
、
考
え
て
み
た
い
。

こ
れ
ま
で
に
も
、学
校
制
度
の
導
入
期
に
関
す
る
研
究
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
倉
沢
剛
は『
小

学
校
の
歴
史
』
Ⅰ
・
Ⅱ
を
始
め
と
す
る
数
多
く
の
著
作
の
中
で
、
小
学
校
の
設
立
過
程
を
中
心
に
研

究
し
て
お
り
、「
日
本
義
務
教
育
成
立
史
論
」
を
著
し
た
花
井
信
は
、
こ
れ
ま
で
明
治
一
九
年
の
「
小

学
校
令
」
か
ら
と
さ
れ
て
い
た
日
本
の
義
務
教
育
の
成
立
期
の
見
直
し
を
試
み
て
い
る
。
ま
た
、
諸

外
国
の
学
校
制
度
に
言
及
し
た
仲
新
の
『
学
校
制
度
』
や
、
学
区
制
に
注
目
し
た
千
葉
正
士
（『
学

区
制
度
の
研
究
』）・
笹
森
健
（『
明
治
前
期
地
方
教
育
行
政
に
関
す
る
研
究
』）
な
ど
、
そ
の
研
究
内

容
は
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
が
、
中
で
も
多
く
目
に
す
る
の
が
、
地
域
を
限
定
し
た
研
究
で
あ
り
、
堀
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第
三
十
七
号

浩
太
郎
は
「
岐
阜
県
に
於
け
る
学
校
設
立
維
持
過
程
と
伊
勢
暴
動
」
の
中
で
、
暴
動
被
害
を
被
っ
た

学
校
が
「
新
築
及
び
新
築
同
様
の
学
校
」
で
あ
り
、「
仏
宇
及
び
民
家
を
借
用
し
て
校
舎
」
と
し
た

学
校
へ
は
破
壊
行
為
が
及
ん
で
い
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
破
壊
行
為
が
「
学
校
教
育
を
完
全
に

否
定
し
た
の
で
は
な
い
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
一
方
、
坂
本
紀
子
は
『
明
治
前
期
の
小
学
校
と
地

域
社
会
』
の
中
で
、
当
時
の
小
学
校
は
、「
人
々
の
日
常
性
と
乖
離
し
た
」
存
在
で
あ
っ
た
と
し
な

が
ら
も
、「
国
家
の
教
育
政
策
を
遂
行
で
き
得
る
財
政
的
お
よ
び
行
政
的
組
織
を
備
え
た
地
域
基
盤
」

を
形
成
す
る
こ
と
で
、
学
校
制
度
が
定
着
拡
大
さ
れ
た
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
静

岡
県
駿
東
郡
の
状
況
を
報
告
し
て
い
る
。『
近
代
日
本
地
域
民
衆
教
育
成
立
過
程
の
研
究
』
の
中
で
、

「
学
制
」
頒
布
早
々
「
従
前
学
校
廃
止
「
学
制
」
に
基
づ
く
小
学
校
の
設
立
要
請
」
が
出
さ
れ
た
高

知
県
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
千
葉
昌
弘
は
、「
明
治
一
一
年
段
階
に
至
っ
て
も
な
お
村
落
住
民
の
全

面
的
な
信
頼
を
獲
得
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
、
敢
え
て
近
代
学
校
制
度
の
受
け
入
れ
が
困
難
を
極
め

て
い
た
例
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、『
近
代
日
本
の
学
校
と
地
域
社
会
』
の
中
で
、
長
野
県

埴
科
郡
五
加
村
を
例
に
、
学
校
制
度
が
「
実
態
と
し
て
」
国
民
に
深
く
関
わ
っ
て
い
っ
た
過
程
を
明

ら
か
に
し
た
土
方
苑
子
や
、『
信
州
教
育
史
の
研
究
』
を
著
し
、
高
い
就
学
率
を
誇
る
筑
摩
県
の
状

況
を
伝
え
た
上
沼
八
郎
な
ど
、
そ
の
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

埼
玉
県
の
中
で
も
特
に
旧
忍
藩
領
を
中
心
と
し
て
、
近
代
学
校
制
度
へ
の
移
行
期
の
様
子
を
見
て
い

く
こ
と
と
す
る
。

一　
「
学
制
」
頒
布
と
埼
玉
県
の
対
応

富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
に
よ
る
近
代
国
家
建
設
が
急
が
れ
て
い
た
明
治
初
期
に
於
い
て
、
初
等
教

育
の
充
実
が
避
け
ら
れ
な
い
課
題
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年

の
「
諸
府
県
施
政
順
序

（
３
）

」
に
は
既
に
、「
小
学
校
ヲ
設
ル
事
」
が
明
記
さ
れ
て
い
た
事
実
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。

一　

小
学
校
ヲ
設
ル
事

専
ラ
書
学
・
素
読
・
算
術
ヲ
習
ハ
シ
メ
、
願
書
・
書
翰
・
記
牒
・
算
勘
等
其
用
ヲ
闕
サ
ラ
シ

ム
ヘ
シ
。
又
、
時
々
講
談
ヲ
以
国
体
時
勢
ヲ
弁
ヘ
、
忠
孝
ノ
道
ヲ
知
ル
ヘ
キ
様
教
諭
シ
、
風

俗
ヲ
敦
ク
ス
ル
ヲ
要
ス
。

も
っ
と
も
、
こ
の
時
思
い
描
か
れ
て
い
た
学
校
教
育
が
、
一
般
に
「
読
み
・
書
き
・
算
盤
」
と
言

わ
れ
る
、
寺
子
屋
で
の
学
習
内
容
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
右
の
記
述
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
七
月
に
文
部
省
が
設
置
さ
れ
、
学
校
に
関
し
て
は
全
て
文
部
省
の
管
轄

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
翌
年
八
月
三
日
に
頒
布
さ
れ
た「
学
制
」に
よ
り
、全
国
を
八
大
学
区
に
分
け
、

さ
ら
に
三
二
中
学
区
毎
に
二
一
〇
小
学
区
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
全
国
に
五
三
、七
六
〇
の
小
学

校
を
設
立
す
る
事
が
目
指
さ
れ
た
も
の
の
、
同
六
年
二
月
に
は
人
口
一
三
万
人
に
一
中
学
区
、
同
じ

く
六
〇
〇
人
に
一
小
学
区
と
、
学
校
設
立
の
基
準
が
更
に
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
大
学
区

に
は
督
学
局
が
設
け
ら
、
各
中
学
区
に
は
学
区
取
締
が
一
〇
～
一
二
、三
名
選
出
さ
れ
る
事
が
定
め

ら
れ
た
が
、
多
く
は
、
戸
長
・
里
正
の
兼
務
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
区
取
締
の
役
割
に
つ
い
て
、「
学
制
」

第
八
章
で
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

人
民
ヲ
勧
誘
シ
テ
、
務
テ
学
ニ
就
カ
シ
メ
、
且
学
校
ヲ
設
立
シ
、
或
ハ
学
校
ヲ
保
護
ス
ヘ
キ
ノ

事
、
或
ハ
其
費
用
ノ
使
用
ヲ
計
ル
等
、
一
切
其
受
持
所
ノ
小
学
区
内
ノ
学
務
ニ
関
ス
ル
事
ヲ
担

任
（
後
略
）

「
学
制
」
が
受
益
者
負
担
・
民
費
依
存
を
原
則
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で

あ
る
が
、「
経
費
ノ
儀
ハ
未
タ
御
決
済
不
相
成
候
」
と
、
資
金
問
題
を
棚
上
げ
し
た
ま
ま
の
実
施
が

そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
重
視
し
た
文
部
大
輔
福
岡
孝
弟
に

よ
り
、「
学
制
」
頒
布
直
前
の
明
治
五
年
七
月
に
、「
学
制
ノ
発
布
ヲ
猶
予
ス
ベ
キ
ノ
議
」
が
作
成
さ

れ
て
い
る
が
、
終
に
近
代
学
校
制
度
の
開
始
時
期
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

今
般
文
部
省
ニ
テ
取
調
候
学
制
規
則
伺
済
相
成
、
既
ニ
版
行
頒
布
ニ
相
臨
居
リ
候
所
、
経
費
之

儀
ハ
御
決
裁
不
相
成
、
猶
財
政
之
大
計
御
総
評
有
之
、
諸
省
一
般
之
御
処
分
モ
可
相
立
趣
ニ
候

得
ハ
、
勿
論
不
日
右
御
評
決
モ
可
有
之
、（
後
略
）

埼
玉
県
で
は
、
明
治
四
年
三
月
に
玉
蔵
院
を
教
場
と
し
て
浦
和
郷
学
校
が
開
校
さ
れ
て
い
る
。
教

科
は
手
跡
・
算
術
の
他
に
支
那
学
・
洋
学
の
四
科
あ
り
、
二
七
三
名
の
生
徒
が
通
っ
て
い
た
が
、
実

態
は
手
跡
学
習
が
中
心
の
学
校
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
学
制
」
頒
布
に
先
立
つ
明
治
五

年
六
月
二
七
日
、「
学
校
取
設
之
儀
ニ
付
御
願

（
４
）

」
が
埼
玉
県
か
ら
文
部
省
に
宛
提
出
さ
れ
た
が
、「
当

今
之
時
勢
文
運
隆
盛
之
際
、
一
日
も
不
可
欠
」
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
時
想
定
し
て
い
た
学
校
も
、

や
は
り
洋
・
漢
・
算
・
手
の
指
導
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

学
校
取
設
之
儀
ニ
付
御
願

当
県
学
校
之
儀
者
、
忍
・
浦
和
・
岩
槻
三
ヶ
所
之
分
、
旧
県
ニ
ヨ
リ
引
送
リ
之
儘
差
置
、
教
授

仕
リ
候
所
、
当
今
之
時
勢
文
運
隆
盛
之
際
、
一
日
モ
不
可
欠
之
器
ニ
候
得
共
、
右
学
校
ニ
而
者
、

遍
ク
教
授
行
届
候
様
モ
無
御
座
候
付
、
県
内
各
区
毎
江
学
校
相
設
、
洋
・
漢
・
算
・
手
之
四
学

二
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ヲ
興
シ
、
大
ニ
文
教
之
道
相
開
、
諸
入
費
等
者
、
士
・
農
・
商
之
内
ヨ
リ
相
当
之
見
込
ヲ
以
取

立
、
教
官
等
モ
夫
々
適
宜
ニ
差
置
、
教
授
仕
リ
度
奉
存
候
、
以
上
、

壬（
明
治
五
年
）

申
六
月
二
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

埼
玉
県

文
部
省
御
中

同
年
八
月
に
「
学
制
」
が
頒
布
さ
れ
る
と
早
々
に
、「
学
制
之
儀
ニ
付
御
伺
」
を
提
出
し
、
近
代

学
校
制
度
導
入
に
動
き
出
し
た
も
の
の
、「
中
学
一
所
ヲ
置
ケ
ハ
、
二
百
十
小
学
ヲ
置
可
キ
ノ
御
規

則
ニ
候
所
、
二
・
三
ノ
学
舎
ヲ
興
ス
ニ
サ
ヘ
百
万
手
ヲ
尽
サ
ス
シ
テ
ハ
其
効
成
リ
難
キ
ニ
、
猶
更
数

百
ノ
学
校
設
立
ノ
事
ナ
レ
ハ
、
自
今
ノ
実
行
決
テ
難
相
立
候
」
と
、
こ
の
時
既
に
「
学
制
」
実
施
に

向
け
た
憂
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

学
制
之
儀
ニ
付
御
伺

此
度
学
校
之
儀
ニ
付
御
布
令
及
ヒ
学
制
被
仰
出
、
全
国
之
教
育
自
今
尚
又
厚
ク
御
手
入
可
有　

之
ト
ノ
事
ニ
テ
、
人
民
之
幸
福
何
者
不
過
候
、
然
ル
所
当
県
内
ノ
人
心
固
陋
ヲ
因
襲
シ
テ
、
文

明
ノ
世
態
ニ
看
目
不
致
、
文
学
ニ
至
ツ
テ
ハ
尚
奮
発
ノ
意
ナ
ク
シ
テ
懶
惰
ニ
安
シ
候
而
巳
ナ
ラ

ス
、
却
テ
種
々
ノ
悪
弊
ヲ
相
生
シ
、
終
ニ
ハ
制
道
ノ
患
害
ト
モ
相
成
候
様
立
至
リ
候
付
、
只
管

学
校
ヲ
熾
ニ
シ
テ
、
害
ヲ
未
萌
ニ
防
ク
事
最
モ
急
務
ナ
リ
ト
奉
存
、
先
達
而
県
内
毎
区
エ
学
校

設
之
儀
伺
い
出
候
所
、
伺
之
通
被
仰
付
候
ニ
付
、
学
校
費
取
立
之
儀
百
万
説
諭
仕
リ
漸
ク
二
・

三
ヶ
所
之
学
舎
相
開
ク
ト
雖
モ
、
其
他
学
校
ノ
無
キ
地
ハ
十
ニ
八
・
九
タ
リ
シ
所
、
此
度
ノ
御

布
令
ニ
依
レ
ハ
、
村
ニ
不
学
ノ
戸
ナ
ク
、
家
ニ
不
学
ノ
人
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
ト
ノ
御
趣
意
ニ
テ
、

大
学
区
中
三
十
二
中
学
区
中
二
百
十
小
学
ヲ
置
カ
レ
、
文
教
ノ
制
巍
々
然
ト
シ
テ
御
定
相
成

候
、
付
テ
ハ
県
下
狭
隘
之
土
地
ト
云
ト
雖
モ
中
学
一
所
ヲ
置
サ
ル
ヲ
得
ス
、
中
学
一
所
ヲ
置
ケ

ハ
二
百
十
小
学
ヲ
置
ク
可
キ
ノ
御
規
則
ニ
候
所
、
二
・
三
之
学
舎
ヲ
興
ス
ニ
サ
ヘ
百
万
手
ヲ
尽

サ
ス
シ
テ
ハ
其
功
成
リ
難
キ
ニ
、
猶
更
数
百
ノ
学
校
設
立
ノ
事
ナ
レ
ハ
、
自
今
実
効
決
テ
難
相

立
候
、（
後
略
）

こ
の
背
景
に
は
、「
学
校
取
設
之
儀
ニ
付
御
願
」
提
出
の
際
、
諸
入
費
な
ど
は
「
士
・
農
・
商
之

内
ヨ
リ
相
当
之
見
込
ヲ
以
取
立
」
る
事
と
し
た
も
の
の
、
実
際
に
は
「
百
万
説
諭
仕
リ
漸
ク
二
・
三

ヶ
所
之
学
舎
」
開
校
が
実
現
し
た
に
止
ま
っ
て
い
る
現
実
が
、大
き
く
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

「
学
制
」
頒
布
か
ら
一
年
を
経
た
明
治
六
年
八
月
、「
埼
玉
県
公
私
小
学
規
則
」
が
作
成
さ
れ
、
同
県

に
於
け
る
近
代
学
校
制
度
の
導
入
が
本
格
化
す
る
事
と
な
っ
た
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
埼
玉
県
で

は
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
寺
子
屋
な
ど
を
一
掃
す
る
こ
と
で
、「
一
挙
に
相
当
数
の
公
立
小
学
校
を
興
す
」

方
針
が
定
め
ら
れ
た
が
、
明
治
七
年
一
月
の
段
階
で
県
内
に
は
既
に
相
当
数
の
学
校
が
設
立
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
、
次
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

私
塾
・
家
塾
之
儀
ニ
付
伺

（
５
）

当
県
私
塾
・
家
塾
之
儀
ハ
、
学
制
御
発
令
之
砌
、
悉
皆
相
廃
止
、
正
則
ヲ
以
テ
相
開
候
者
之
外

不
差
免
段
、
夫
ヨ
リ
以
来
曽
而
テ
願
出
候
モ
無
之
、
間
々
願
出
候
得
共
不
都
合
之
教
則
ニ
付
、

イ
ツ
レ
モ
差
留
置
候
、
尤
、
右
様
厳
重
ニ
取
締
リ
、
却
而
生
徒
之
受
業
ニ
差
支
リ
候
而
ハ
不
相

済
ニ
付
、
人
民
説
諭
之
上
、
民
費
ヲ
以
テ
貳
百
三
十
余
之
小
学
校
ヲ
相
開
候
、
最
早
今
日
ニ
至

リ
候
而
ハ
、
生
徒
受
業
ニ
差
支
リ
候
儀
ハ
無
之
候
、（
後
略
）

明
治
七
年
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

埼
玉
県
権
令　
　

白
根
多
助

確
か
に
県
内
の
公
立
小
学
校
は
全
て
明
治
六
年
迄
に
開
校
し
て
い
る
が
、
右
の
記
述
に
よ
る
と
、

公
私
併
せ
て
県
内
に
は
二
三
〇
余
り
の
小
学
校
が
こ
の
時
既
に
設
立
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
も
っ
と
も
、
同
県
で
は
明
治
八
年
四
月
に
私
学
を
公
学
へ
と
名
称
変
更
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
以
降
は
全
て
の
学
校
が
公
学
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

三

埼玉県の学校数と就学率

年

埼玉県

学
校
数

学齢児童 就学児童 就
学
率男 女 合計 男 女 合計

明治６年
公 24

私 200 余
35,519 34,414 69,933 11,874 2,568 14,442 21

７年
公 24

私 252
36,763 35,854 72,617 17,351 4,216 21,567 31

８年 300 38,199 36,456 74,655 21,667 5,392 27,059 36

９年 647 70,903 65,407 136,310 42,292 12,035 54,327 41

10 年 665 71,967 67,527 140,494 42,210 12,263 54,473 39

11 年 691 70,231 65,010 135,241 44,944 15,143 60,087 44

『文部省年報』より作成
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大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集　

第
三
十
七
号

「
学
制
」
第
三
十
九
条
で
は
師
範
学
校
に
つ
い
て
、
教
則
及
び
教
授
法
を
教
え
る
場
所
と
明
記
し

た
上
で
、「
此
校
成
就
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
、
小
学
ト
雖
モ
完
備
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ス
」
と
、
そ
の
重
要

性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。
文
部
省
は
「
学
制
」
頒
布
に
先
立
つ
明
治
五
年
四
月
二
二
日
に
「
小
学
教

師
教
導
場
建
立
ノ
伺
」
を
提
出
し
て
い
る
が
、
実
際
東
京
に
初
め
て
の
師
範
学
校
が
開
校
し
た
の
は

同
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
埼
玉
県
の
場
合
は
更
に
遅
く
、
教
員
教
習
場
で
あ
る
改
正
局
が
浦
和
に

設
置
さ
れ
た
の
は
明
治
六
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
翌
年
六
月
に
は
改
正
局
を
師
範
学
校

と
改
称
し
て
い
る
。

改
正
局
改
称
之
儀
ニ
付
伺

（
６
）

壬
申
七
月
学
制
御
発
令
ニ
付
テ
ハ
御
趣
旨
ヲ
奉
体
シ
、
夫
々
学
事
ニ
着
手
致
シ
候
所
、
当
県
ノ

如
キ
ハ
固
ヨ
リ
頑
陋
の
風
習
動
ス
レ
ハ
人
民
狐
毀
ヲ
抱
キ
、
異
説
ヲ
唱
ヘ
、
一
時
学
制
ノ
通
施

行
難
致
、
依
テ
、
一
局
ヲ
設
ケ
學
務
掛
并
ニ
改
正
掛
ノ
吏
員
等
之
ニ
充
テ
、
専
ラ
管
内
ノ
学
事

ヲ
改
正
候
ヲ
以
テ
、
改
正
局
ト
唱
来
候
所
、
再
生
民
心
追
々
旧
習
ヲ
脱
シ
、
自
ラ
学
事
ニ
帰
嚮

候
、
今
日
ニ
於
テ
ハ
専
ラ
後
生
師
範
ト
為
ス
可
キ
生
徒
ヲ
教
育
致
シ
候
ニ
付
、
改
正
局
ノ
名
称

ニ
テ
ハ
不
都
合
ニ
付
、
同
局
ヲ
埼
玉
県
師
範
学
校
ト
改
称
致
シ
度
、
此
段
相
伺
候
也
、

明
治
七
年
六
月
一
八
日　
　
　
　

埼
玉
県
権
令　

白
根
多
助　
　

印

二　

旧
忍
藩
領
に
於
け
る
学
校
設
立
状
況

埼
玉
県
内
が
二
五
区
に
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
中
の
第
十
四
区
か
ら

十
六
区
ま
で
が
旧
忍
藩
の
領
域
に
含
ま
れ
て
い
る
。『
埼
玉
県
区
分
銘
鑑
』
に
よ
る
と
、
第
十
四
区

は
一
五
ヶ
村
二
ヶ
町
、
第
十
五
区
は
一
九
ヶ
村
、
第
十
六
区
は
二
〇
ヶ
村
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
十
五
区
の
北
河
原
村
に
暮
ら
し
た
長
谷
川
敬
助
は
、
明
治
七
年
四
月
に
第
十
五
区
（
明
治
九
年

五
月
以
降
は
第
十
四
区
も
兼
任
）
の
学
区
取
締
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
区
か
ら
「
私
学
開
業
願

（
７
）

」

が
提
出
さ
れ
た
の
は
明
治
六
年
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

私
学
開
業
願

一
、
私
学
位
置

第
一
大
学
区
埼
玉
県
管
下
、
埼
玉
郡
第
十
五
区
上
川
上
村
廃
寺
跡
、
上
川
上
学
校
ト
唱

フ
、
同
南
河
原
村
観
福
寺
、
南
河
原
学
校
ト
唱
フ
、

同
上
中
条
村
実
相
院
上
中
条
学
校
ト
唱
フ
、

い
ず
れ
も
寺
院
を
借
用
し
て
の
開
校
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
期
の
学
校
は
多
く
が
寺
院

を
仮
校
舎
と
し
て
の
開
校
で
あ
る
事
は
、『
文
部
省
年
報
』
の
記
録
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

先
の
私
学
開
業
願
提
出
か
ら
一
年
を
経
た
明
治
七
年
五
月
、
年
少
者
の
通
学
が
困
難
で
あ
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
、「
小
学
設
立
御
願

（
８
）

」
が
北
河
原
村
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。

小
学
設
立
御
願

第
十
五
区
埼
玉
郡  

北
河
原
村

右
村
左
之
者
共
奉
申
上
候
、
是
迄
南
河
原
村
学
校
江
生
徒
差
出
候
所
、
道
程
距
離
幼
稚
之
輩
何

分
通
学
難
渋
仕
候
ニ
付
、
村
内
申
合
当
村
照
岩
寺
ヲ
仮
学
舎
ニ
借
受
、
更
ニ
一
校
相
設
度
奉
存

候
間
、
此
段
御
許
容
被
成
奉
願
上
候
、
以
上
、

右
村百

姓
代　

斉
藤
倉
次
郎　
　

印

副
戸
長　

村
田
喜
兵
衛

明
治
七
年
第
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
長
代
理

副
戸
長　

小
林
呉
十
郎　
　

印

埼
玉
県
権
令　

白
根
多
助
殿　
　

四

第十五区内の小学校設立年と教場一覧

学校名 設立 村名 教場

池上 明治５年 池上村 寺院

上中条 明治６年 上中条 實相院

南河原 明治６年 南河原 ○観福寺

上川上 明治５年 上川上 廃寺

箱田 明治７年 箱田 廃寺

上之村 明治７年 上之村 米莊院

今井 明治７年 今井村、小曽根村 安養院（今井村）

北河原 明治７年 北河原 照岸寺

犬塚 明治７年 犬塚、中江袋村 ○光照寺（犬塚）

馬見塚 明治７年 馬見塚、下池守村 ○西善寺

中里 明治７年 中里 廃寺

「長谷川家文章」( 行田市立博物館所蔵 ) と『文部省年報』により作成
○は以前寺子屋を開業していた寺院
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『
埼
玉
県
教
育
史
』
の
寺
子
屋
一
覧
に
は
、
北
河
原
村
に
安
政
年
間
開
業
の
、「
寒
馨
書
屋
」
と
呼

ば
れ
た
二
代
続
く
寺
子
屋
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。寺
子
屋
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、

「
学
制
」
頒
布
に
よ
り
こ
こ
に
通
う
子
供
達
は
、
遠
く
の
教
場
へ
の
通
学
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。「
小
学
設
立
御
願
」
に
よ
る
と
、
村
内
申
し
合
わ
せ
の
上
寺
院
を
借
り
受
け
て
の
開

校
が
願
出
さ
れ
て
い
る
が
、『
文
部
省
第
二
年
報
』
に
よ
る
と
、
明
治
七
年
に
第
十
五
区
内
で
開
校

し
た
学
校
は
全
部
で
七
校
確
認
さ
れ
て
い
る
。
長
谷
川
家
に
は
箱
田
と
中
里
を
除
く
、
上
ノ
村
・
今

井
・
北
河
原
・
犬
塚
・
馬
見
塚
の
「
小
学
設
立
御
願
」
が
残
さ
れ
お
り
、
何
れ
の
場
合
も
村
内
申
し

合
わ
せ
の
上
、
設
立
願
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
馬
見
塚
の
西
善
院
・
犬
塚
の
光
照
院
が
、
か

つ
て
寺
子
屋
で
あ
っ
た
こ
と
は
記
録
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
り
、
前
年
開
校
の
南
河
原
学
校
の
教
場
と

な
っ
た
観
福
寺
の
場
合
は
、
一
〇
人
も
の
僧
侶
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
て
い
た
寺
子
屋
で
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。近
世
庶
民
の
教
育
の
場
と
し
て
地
域
住
民
に
親
し
ま
れ
た
場
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

再
び
教
育
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
十
四
区
の
酒
巻
村
か
ら
は
、
明
治
七
年
一
一
月
に
廃
寺
で
あ
る
常
照
寺
上
知
の
下
げ
渡
し
願
が

提
出
さ
れ
て
い
る
。

第
百
四
十
一
番
小
学
校
敷
地
御
下
願

（
９
）

一
、
廃
寺
常
照
寺
上
知
第
一
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
四
区

畑
一
反
四
畝
五
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
巻
村

一
、
第
五
番
上
知

畑
二
反
一
畝
二
拾
六
歩
之
内

畑
二
畝
拾
五
歩

合
畑
一
反
六
畝
二
拾
歩

右
者
、
今
般
第
百
三
拾
一
号
ヲ
以
御
仰
達
之
通
リ
、
学
校
敷
地
ト
シ
テ
書
面
畑
地
御
下
ケ
渡
被

成
下
度
、
別
紙
絵
図
面
相
添
、
此
段
奉
願
上
候
、
以
上
、

酒
巻
村

伍
長　

栗
原
寅
吉　

印

明
治
七
年
第
十
一
月　
　
　
　
　
　
　

副
戸
長　

川
辺
勉
吉　

印

戸
長　

中
村
勝
右
衛
門　

印

埼
玉
県
権
令
白
根
多
助
殿

右
文
中
に
あ
る
第
百
三
拾
一
号
と
は
、
明
治
七
年
九
月
三
〇
日
に
布
達
さ
れ
た
、
学
校
用
地
と
し

て
無
税
官
有
地
の
無
代
価
払
い
下
げ
許
可
の
事
で
あ
る
。

同
様
の
願
出
は
、
第
十
五
区
の
中
里
村
か
ら
も
出
さ
れ
て
お
り
、
廃
寺
で
あ
る
万
徳
寺
の
上
知

四
五
九
坪
が
下
げ
渡
さ
れ
て
い
る
。「
最
早
今
日
ニ
至
リ
候
而
ハ
、
生
徒
受
業
ニ
差
支
リ
候
儀
ハ
無

之
候
」
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
当
時
は
大
多
数
が
寺
院
借
用
の
教
場
で
あ
り
、
学
校
数
は
そ
れ
な
り

に
増
え
て
は
い
る
も
の
の
、
充
分
に
教
育
環
境
が
整
っ
て
い
る
と
言
え
る
状
況
に
は
至
っ
て
い
な
か

っ
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

三　

酒
巻
学
校
教
員
岸
野
大
助

酒
巻
学
校
が
、
慶
岩
寺
を
借
用
し
開
校
し
た
の
は
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
一
月
の
事
で
あ
る
。

教
員
は
一
名
で
、
月
給
三
円
で
採
用
さ
れ
た
の
は
埼
玉
県
北
埼
玉
郡
忍
町
在
住
の
士
族
岸
野
大
助
で

あ
っ
た
。

私
学
開
業
御
願

一
、
私
学
位
置

第
一
大
学
区
埼
玉
県
管
下
埼
玉
郡

第
十
四
区
酒
巻
村
慶
岩
寺
酒
巻
学
校
ト
唱

一
、
学
校
費
用
概
略

一
ヶ
年　
　

金
三
六
円

一
ヶ
月　
　

金
三
円

一
、
教
員
履
歴

履
歴埼

玉
県
貫
属
士
族

岸
野
大
助　
　

当
一
月　

一
七
歳
三
ヶ
月

平
井
東
之
進
ニ
従
ヒ
、
明
治
三
年
七
月
ヨ
リ
同
六
年
九
月
迄
、
都
合
四
ヶ
年
漢
学
研
究

田
中
千
村
ニ
従
ヒ
、
明
治
三
年
二
月
ヨ
リ
同
五
年
一
二
月
迄
都
合
三
ヶ
年
算
学
研
究
、

矢
島
柳
太
郎
ニ
従
ヒ
、
明
治
四
年
三
月
ヨ
リ
同
五
年
七
月
迄
都
合
二
ヶ
年
、
都
合
二
ヶ
年
書
学

研
究
、

明
治
六
年
五
月
ヨ
リ
荒
井
学
校
補
助
世
話
係
勤
務

一
、
教
員
給
料

教
員
一
人　
　

金
三
円

一
ヶ
年　
　

金
三
六
円

五
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大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集　

第
三
十
七
号

一
ヶ
月　
　

金
三
円

一
、
学
科小

学

一
、
教
則小

学
教
則
之
通

一
、
校
則埼

玉
県
公
私
小
学
一
般
概
則
之
通

右
之
通
、
開
業
仕
度
此
段
、
奉
願
上
候
、
以
上
、

埼
玉
県
管
下

埼
玉
郡

明
治
七
年
第
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
四
区

副
戸
長　

中
村
勝
右
衛
門　

印

戸
長　

樋
口
利
喜
太
郎　

印

埼
玉
県
権
令
白
根
多
助
殿

採
用
時
一
七
才
の
岸
野
は
、
当
時
の
給
料
規
定
か
ら
考
え
て
、
お
そ
ら
く
仮
教
員
助
教
上
等
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

埼
玉
県
に
残
さ
れ
て
い
る
教
員
の
任
免
記
録
に
よ
る
と
、
岸
野
は
そ
の
後
大
里
郡
熊
谷
学
校
在
勤

中
の
明
治
一
二
年
五
月
に
、
五
級
訓
導
補
か
ら
四
級
訓
導
補
に
昇
格
し
て
い
る
。
明
治
一
一
年
一
月

に
布
達
さ
れ
た
「
学
事
通
則
」
に
よ
る
と
、
訓
導
補
は
五
級
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
五
級
は
給
料
六

円
、
一
級
上
が
る
毎
に
一
円
ず
つ
の
増
額
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

六

小学校教員給料数

本教員 仮教員

等級 給料 等級 給料

大掌教　上等 20 円 準中掌教　上等 12 円

中等 18 円 中等 11 円

下等 17 円 下等 10 円

権大掌教上等 15 円 権準中掌教上等 ９円

中等 14 円 下等 ８円

下等 13 円 準少掌教　上等 ７円

中掌教　上等 12 円 下等 ６円

下等 11 円 権準少掌教上等 ５円

権中掌教上等 10 円 下等 ４円

下等 ９円 助教　　　上等 ３円

少掌教　上等 ８円 下等 ２円 50 銭

下等 ７円

権少掌教上等 ６円

下等 ５円 50 銭
「小学校規則追加」（明治７年１月）より作成

小
学
校
教
員
給
額
表
（
明
治
一
一
年
）

一
等
訓
導

二
等
訓
導

三
等
訓
導

四
等
訓
導

五
等
訓
導

自
二
十
八
円

至
三
十
円

自
二
十
三
円

至
二
十
五
円

自
十
七
円

至
二
十
円

自
十
四
円

至
十
六
円

自
十
一
円

至
十
三
円

一
級
訓
導
補

二
級
訓
導
補

三
級
訓
導
補

四
級
訓
導
補

五
級
訓
導
補

拾
円

九
円

八
円

七
円

六
円

一
等
授
業
生

二
等
授
業
生

三
等
授
業
生

助
教
生

五
円

四
円

三
円

二
円
五
拾
銭
以
下

「
学
事
通
則
布
達
案
伺
』
よ
り
作
成

埼
玉
県
行
田
市
に
は
現
在
一
六
の
小
学
校
が
開
校
さ
れ
て
お
り
、
岸
野
が
採
用
さ
れ
た
酒
巻
学
校

は
今
の
須
加
小
学
校
ヘ
と
続
い
て
い
る
。
明
治
六
年
一
〇
月
、
須
加
村
に
は
南
北
に
そ
れ
ぞ
れ
一
校

が
設
け
ら
れ
、
さ
ら
に
下
中
条
村
に
も
一
校
（
中
条
学
校）

（（
（

）
が
設
け
ら
れ
た
が
、
明
治
九
年
に
南
北

両
校
を
合
併
し
、
長
光
寺
を
仮
校
舎
と
し
て
須
加
学
校
が
開
校
し
て
い
る
。
更
に
同
一
九
年
に
は
中

条
学
校
と
酒
巻
学
校
が
合
併
し
、
興
徳
寺
を
仮
校
舎
と
し
て
中
条
学
校
が
開
校
し
た
。
こ
の
後
須
加

学
校
と
中
条
学
校
が
合
併
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
借
用
し
て
い
た
長
光
寺
・
興

徳
寺
が
、
と
も
に
寺
子
屋
と
し
て
庶
民
教
育
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、『
埼
玉
県
教
育
史
』
の
記

録
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

須
加
村
の
長
光
寺
は
十
一
世
瑞
応･

十
三
世
禅
光
・
常
道
と
、
三
代
に
亘
っ
て
開
業
さ
れ
て
お
り
、

下
中
条
村
の
興
徳
寺
も
、
十
世
智
源
・
十
二
世
智
震
の
二
代
に
亘
っ
て
寺
子
屋
を
営
ん
で
い
た
と
さ

れ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
下
中
条
村
に
は
も
う
一
軒
、
幕
末
に
修
験
者

が
営
ん
で
い
た
寺
子
屋
が
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
学
制
期
に
仮
校
舎
と
し
て
利
用
さ
れ
た

多
く
の
寺
院
の
中
に
は
、
か
つ
て
寺
子
屋
で
あ
っ
た
場
所
も
含
ま
れ
て
い
る
。
埼
玉
県
は
、「
学
制
」

実
施
の
際
従
来
の
教
育
施
設
は
全
て
「
一
旦
悉
く
廃
止
」
の
方
針
が
定
め
ら
れ
た
が
、
か
つ
て
の
寺

子
屋
は
仮
校
舎
と
し
て
の
利
用
を
通
じ
て
、
依
然
と
し
て
地
域
住
民
の
教
育
普
及
を
支
え
る
一
翼
を

担
う
存
在
で
あ
り
続
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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明
治
六
年
に
埼
玉
県
で
採
用
さ
れ
た
教
員
数
は
、『
文
部
省
第
一
年
報
』
に
四
四
五
名
と
記
載
さ

れ
て
い
る
が
、
同
県
の
教
員
任
免
記
録
の
中
に
は
、「
寺
子
屋
一
覧
」
で
確
認
出
来
る
寺
子
屋
師
匠

一
一
名
の
名
前
が
含
ま
れ
て
い
る）

（（
（

。
明
ら
か
に
な
っ
た
数
は
決
し
て
多
く
な
い
も
の
の
、
寺
子
屋
継

続
の
道
を
絶
た
れ
た
一
部
の
師
匠
達
が
そ
の
経
験
を
活
か
し
、
指
導
者
育
成
が
不
十
分
な
ま
ま
導
入

さ
れ
た
「
学
制
」
の
不
備
を
補
う
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、「
私
塾
家
塾

之
儀
ニ
付
伺
」
に
よ
り
、「
私
家
塾
開
業
願
出
候
共
、
不
差
免
旨
、
管
内
士
民
エ
厳
重
相
達
」
と
、

明
治
七
年
一
月
に
は
私
家
塾
排
除
に
向
け
た
強
硬
な
態
度
が
示
さ
れ
た
も
の
の
、
三
年
後
の
明
治

一
〇
年
二
月
に
提
出
さ
れ
た
、「
私
家
塾
禁
止
之
儀
ニ
付
達
案
伺
」
で
は
、
学
力
を
有
す
る
者
で
私

家
塾
開
業
を
希
望
す
る
場
合
は
、「
其
方
向
を
換
へ
、
中
小
学
校
教
員
ニ
従
事
候
様
可
致
」
と
、
学

校
制
度
の
安
定
拡
大
を
図
る
た
め
私
家
塾
の
開
業
を
抑
え
る
と
共
に
、
私
家
塾
教
師
の
学
校
教
育
へ

の
参
入
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

私
家
塾
禁
止
之
儀
ニ
付
達
案
伺）

（（
（

嚮
ニ
学
制
御
発
令
の
際
、
私
家
塾
廃
止
の
儀
ハ
、

明
治
五
年
十
一
月

同　

七
年
一
月　

本
県
諭
達
の
趣
も
有
之
候
所
、
客

歳
管
地
合
併
以
来
間
々
願
出
候
者
有
之
候
得
共
、
大
抵
不
都
合
の
教
則
に
し
て
難
差
許
、
依
て

ハ
、
今
後
学
力
有
之
私
家
塾
を
開
業
せ
ん
と
す
る
者
ハ
、
都
て
其
方
向
を
換
へ
、
中
小
学
教
員

ニ
従
事
候
様
可
致
旨
、
更
ニ
布
達
候
事
、

明
治
十
年
二
月
二
十
三
日　
　
　
　
　
　
　

埼
玉
県
令
白
根
多
助

記
録
に
よ
る
と
、
明
治
一
〇
年
の
埼
玉
県
の
就
学
率
は
約
四
割
に
達
し
て
お
り
、
確
実
に
そ
の
数

が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
禁
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
私
家

塾
開
業
の
希
望
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
年
々
大
き
く
そ
の
数
を
増
や
し
て

い
る
学
校
数
に
比
べ
、
教
員
養
成
が
充
分
に
追
い
つ
い
て
い
る
状
況
に
な
か
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ

り
、
未
だ
指
導
者
の
確
保
に
苦
慮
し
て
い
た
事
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　

お
わ
り
に

明
治
五
年
に
「
学
制
」
は
頒
布
さ
れ
た
も
の
の
、
実
際
の
学
校
制
度
導
入
に
関
し
て
は
地
域
の
対

応
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
埼
玉
県
は
「
一
挙
に
相
当
数
の
公
立
学
校
を
興
す
」
方

針
が
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
民
費
依
存
・
受
益
者
負
担
を
原
則
と
す
る
制
度
で
あ

り
、
資
金
確
保
に
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
も
の
の
、
通
学
の
便
を
改
善
す
る
目
的
で

学
校
設
立
願
が
各
地
で
提
出
さ
れ
て
お
り
、
結
果
わ
ず
か
二
年
で
県
内
に
二
三
〇
程
の
学
校
が
開
校

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
記
録
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
急
激
な
学
校
数
の
増
加
と
、
資
金
不
足
の
中
で

新
築
校
舎
は
期
待
出
来
ず
、
こ
の
時
期
の
学
校
の
多
く
が
寺
院
借
用
で
の
開
校
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
記
録
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
か
つ
て
寺
子
屋
を
営
ん
で
い
た
寺
院
も

決
し
て
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
明
ら
か
と
な
っ
た
人
数
は
多
く
な
い
も
の
の
、
教
員
と
な
っ

た
寺
子
屋
師
匠
た
ち
も
記
録
に
残
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
指
導
者
と
し
て
の
経
験
を
通
じ
て
、
近
代

学
校
制
度
の
導
入
に
貢
献
し
て
い
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
東
京
府
の
よ
う
に
、
資
金
確
保

も
ま
ま
な
ら
ず
教
員
養
成
も
不
十
分
な
中
で
の
制
度
開
始
に
対
し
て
、
寺
子
屋
を
そ
の
ま
ま
活
用
す

る
こ
と
で
、
難
局
を
打
開
し
よ
う
と
し
た
地
域
と
は
違
い
、
一
気
に
近
代
学
校
制
度
へ
移
行
し
よ
う

と
試
み
た
埼
玉
県
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
現
実
に
は
か
つ
て
の
寺
子
屋
の
存
在
が
、
制
度
へ
の
移
行

を
大
き
く
支
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

学
校
の
設
立
維
持
に
お
い
て
、
最
も
大
き
な
出
費
と
な
る
の
は
人
件
費
で
あ
り
、
取
り
も
直
さ
ず

教
員
の
給
料
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
金
額
は
そ
の
時
々
の
規
定
に
沿
っ
て
支
払
わ
れ
て
い

た
も
の
の
、
最
低
一
校
に
一
人
は
教
員
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
急
激
な
学
校
数
の
増
加
は
、
経

費
の
急
増
に
直
結
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
学
校
制
度
導
入
に
於
い
て
資
金
確
保
は
重
大

な
問
題
で
は
あ
る
が
、
博
士
論
文
で
は
金
銭
問
題
を
中
心
に
述
べ
て
い
る
事
か
ら
、
こ
こ
で
は
先
の

論
文
で
は
言
及
し
き
れ
な
か
っ
た
、
寺
子
屋
か
ら
学
校
へ
の
移
行
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
と
し
た
。

註
（1）
「（
教
育
令
）
元
老
院
会
議
筆
記
抄
」（
明
治
文
化
資
料
叢
書
刊
行
会
編
『
明
治
文
化
資
料
叢
書
』

第
八
巻
）
風
間
書
房　

一
九
六
一
年

（2）
埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
文
書

（3）
内
閣
記
録
局
『
法
規
分
類
大
全
』
第
五
八
巻　

学
制
門
（
第
一
編
）　

原
書
房　
　
　
　
　
　

一
九
八
一
年
復
刻
（
一
八
九
一
年
原
本
）

（4）
埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
文
書

（5）
埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
文
書

（6）
埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
文
書

（7）
「
長
谷
川
家
文
書
」（
埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
文
書
）

（8）
「
長
谷
川
家
文
書
」（
埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
文
書
）

（9）
「
中
村
和
彦
文
書
」（
行
田
市
郷
土
博
物
館
所
蔵
文
書
）

（10）
「
中
村
和
彦
文
書
」（
行
田
市
郷
土
博
物
館
所
蔵
文
書
）

七
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大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集　

第
三
十
七
号

（11）
『
文
部
省
年
報
』
に
は
、
下
中
条
村
の
中
条
学
校
、『
須
加
小
開
校
百
年
の
記
念
誌
』
に
は
、

下
中
条
学
校
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
文
部
省
年
報
』
の
記
述
に
従
っ
た

（12）
「
寺
子
屋
一
覧
」
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
教
員
及
職
員
の
「
任
免
配
置
」（
埼
玉
県
立
文
書
館

所
蔵
文
書
）
に
お
い
て
、
明
治
六
年
採
用
の
書
類
が
残
さ
れ
て
い
る
人
数
。

（13）
埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
文
書

八
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濱
田
由
美
氏
　
学
位
請
求
論
文
要
旨
（
課
程
博
士
）

「
明
治
初
期
に
お
け
る
学
校
制
度
実
施
へ
の
取
り
組
み
」

日
本
の
近
代
学
校
制
度
は
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
八
月
の
「
学
制
」
頒
布
に
よ
り
始
ま
っ
た

と
さ
れ
る
が
、『
学
制
百
二
十
年
史
』
で
は
、「
小
学
校
の
全
国
一
斉
実
施
は
、
民
衆
に
大
き
な
経
済

的
負
担
を
課
し
た
。
ま
た
、
欧
米
風
の
新
し
い
教
育
内
容
は
当
時
の
民
衆
の
生
活
に
即
応
し
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
、「
徴
兵
や
地
租
改
正
な
ど
政
府
の
他
の
政
策
へ
の
批
判
と
結
び
付
い
て
、

農
民
一
揆
の
際
に
し
ば
し
ば
学
校
が
焼
き
討
ち
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
見
る
よ
う
に
さ
え
な
っ
た
」

と
、
当
時
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
思
い
の
外
速
い
速
度
で
学
校
数
は
増
え

て
お
り
、『
学
制
百
年
史
』
で
は
、「
文
部
省
は
ま
ず
小
学
校
の
開
設
か
ら
始
め
る
こ
と
と
し
た
が
、

こ
れ
は
急
速
に
進
め
ら
れ
、
三
・
四
年
の
間
に
、
わ
が
国
が
必
要
と
す
る
二
万
六
、〇
〇
〇
ほ
ど
の
小

学
校
が
設
置
」
さ
れ
た
事
実
を
伝
え
て
い
る
。

「
学
制
」
が
、
諸
外
国
の
学
校
制
度
を
参
考
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、

中
で
も
特
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
の
就

学
率
は
当
時
既
に
七
割
程
に
達
し
て
お
り
、
決
し
て
低
い
値
で
は
な
い
も
の
の
、「
基
礎
教
育
が
非

宗
教
的
で
は
な
く
、
全
生
徒
に
対
し
て
無
償
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
義
務
化
も
さ
れ
て
い
な

い
」
段
階
に
止
ま
っ
て
お
り
、
同
じ
く
参
考
と
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
一
八
六
〇
年
の
段

階
で
は
既
に
、
学
齢
期
人
口
の
約
半
数
が
学
校
に
通
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
も
の
の
、
学
校
制
度
が
州

毎
に
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
時
期
に
は
未
だ
学
校
制
度
が
広
く
定
着
し
て
い
た
と
言
え
る
状
況

に
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
受
益
者
負
担
を
前
提
と
し
た
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
住
民
の
協
力
が
得
ら
れ
な
け

れ
ば
、
短
期
間
で
の
大
幅
な
学
校
数
の
増
加
は
実
現
し
得
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
三
・
四
年
の

間
に
わ
が
国
が
必
要
と
す
る
学
校
数
が
確
保
さ
れ
て
い
る
状
況
か
ら
は
、「
学
制
」
へ
の
大
き
な
不

満
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
地
租
改
正
に
端
を
発
し
た
暴
動
の
際
、
多
く
の
学
校
が
毀
焼
被
害

を
被
っ
た
と
さ
れ
る
三
重
県
で
さ
え
も
、
こ
の
時
期
他
県
に
比
し
て
特
に
学
校
数
が
少
な
い
事
実
は

確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
暴
動
の
背
景
を
単
純
に
「
学
制
」
へ
の
不
満
と
結
び
つ
け
る
こ
と

に
は
違
和
感
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。

富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
に
よ
る
近
代
国
家
建
設
が
急
が
れ
て
い
た
明
治
初
期
に
お
い
て
、
初
等
教
育

の
充
実
が
避
け
ら
れ
な
い
問
題
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
近
代
学
校
制
度
導
入
の
際
、

そ
れ
ま
で
の
教
育
施
設
は
悉
く
廃
止
の
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
近
世
庶
民
の
唯
一
と
も
言
え
る

教
育
の
場
で
あ
っ
た
寺
子
屋
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
暴
動
に
よ
る
学
校
毀
焼
の
記
録
を
持
た

な
い
埼
玉
県
で
は
、「
一
挙
に
相
当
数
の
公
立
小
学
校
を
興
す
」
方
針
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
明
治
六
年

八
月
に
は
「
公
私
小
学
規
則
」
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
学
校
制
度
の
導
入
が
本
格
化
し
て
い
る
。

「
学
制
」
導
入
に
際
し
て
、「
此
校
成
就
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
、
小
学
ト
雖
モ
完
備
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ス
」

と
、当
初
よ
り
そ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
師
範
学
校
が
、始
め
て
東
京
に
開
校
し
た
の
は
「
学

制
」
頒
布
翌
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
埼
玉
県
の
場
合
は
更
に
遅
く
、
教
員
講
習
所
で
あ
る
改
正
局
が

浦
和
に
開
設
さ
れ
た
の
は
、
明
治
六
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
改
正
局
は
翌
年
七
月
に
師
範
学
校
と

改
称
さ
れ
、
同
年
一
一
月
に
は
公
学
教
員
を
対
象
と
す
る
、
講
習
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。

受
益
者
負
担
・
民
費
依
存
を
前
提
に
導
入
さ
れ
た
「
学
制
」
へ
の
対
応
と
し
て
、
安
定
し
た
資
金

の
確
保
は
不
可
欠
で
あ
り
、
埼
玉
県
で
は
䞃
育
金
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
、「
非

常
時
に
備
え
各
村
内
で
積
み
立
て
た
救
済
費
や
学
資
金
を
、「
公
私
小
学
校
費
定
額
規
則
」
に
基
づ

き
学
区
内
の
各
学
校
に
分
配
す
る
」
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
徴
収
金
額
は
地
域
毎
に
細
か
く
決
め
ら

れ
て
い
た
。
旧
忍
藩
領
に
お
い
て
学
区
取
締
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
長
谷
川
家
に
は
、「
一
戸
一
銭
生

徒
受
業
料
取
立
表
」
が
残
さ
れ
て
お
り
、
各
戸
か
ら
確
実
に
資
金
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
事
実
が
明
ら

か
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
制
度
導
入
後
学
校
数
が
増
加
し
た
こ
と
で
、
必
ず
し
も
安
定
資
金

と
は
な
り
得
な
か
っ
た
も
の
の
、
開
学
希
望
が
何
れ
も
通
学
者
の
負
担
軽
減
を
目
指
す
地
域
住
民
の

意
向
に
添
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
記
録
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

「
学
制
」
期
に
お
い
て
、
そ
の
制
度
実
施
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
の
が
学
区
取
締
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
り
、
彼
ら
が
「
一
切
其
受
持
所
ノ
小
学
区
内
ニ
関
ス
ル
事
」
に
関
わ
っ
て
い
た
事
は

周
知
の
事
実
で
あ
る
も
の
の
、
現
実
に
は
地
域
住
民
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
短
期
間
で
の
学
校

数
増
加
の
裏
に
は
、
住
民
協
議
に
よ
る
学
校
教
育
普
及
の
取
り
組
み
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
当
時
の
学
校
は
多
く
が
寺
院
を
借
用
し
て
の
開
校
で
あ
り
、
校
舎
の
新
築
資

金
確
保
に
は
、
頼
母
子
講
な
ど
も
利
用
さ
れ
て
い
た
の
は
記
録
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
学
制
百
二
十
年
史
』
に
お
い
て
は
、「
新
し
い
教
育
内
容
は
当
時
の
民
衆
の
生
活
に
即

応
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、下
等
小
学
で
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
読
み
・

書
き
で
あ
る
。
筆
算
を
採
用
し
た
算
術
に
お
い
て
も
、
内
容
は
九
々
や
加
減
乗
除
の
範
囲
が
主
で
あ

り
、
当
時
の
生
活
に
即
応
し
た
も
の
で
は
無
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
問
題
が
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、「
家
計
ニ
使
役
致
度
」
こ
と
を
理
由
に
、
充
分
な
通
学
日
数
の
確
保
が
難
し
い
児
童

が
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
事
で
あ
り
、
明
治
一
〇
年
に
お
い
て
も
未
だ
日
々
通
学
出
来
る
児

童
が
、学
齢
人
口
の
約
三
割
程
に
止
ま
っ
て
い
た
事
実
は
、『
文
部
省
年
報
』
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。




